
 

令和 4 年 10 月 20 日            

            

各    位  

商工観光課長 

 

 

令和４年度味噌づくりの受付について（ご案内）  

 

時下 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は町の地域振興にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、昨年に引き続き、農村婦人の家において味噌づくりを実施いたしますの

でご案内申し上げます。 

当事業につきまして、参加者が増加しているため、本年度より味噌づくりの受付

は多可町民の方を優先させていただきますのでご了承ください。 

コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、味噌づくりを急遽中止する場合

がございます。その際の実施日の振替はできませんので、ご了承いただきますよう

お願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 申込み受付について 

 

(１)  申込期限  令和４年１１月８日（火）１７時１５分必着 

 

(２)  受付方法  同封の参加申込書に必要事項を記入の上、多可町商工観 

   光課までご持参いただくか、郵送してください。 

   ※第４希望まで必ずご記入ください。 

   ※電話（FAX 含む）での受付はできません。 

 

(３)  実施日の決定方法 

 

(ア) 1 枠に１グループのみが希望されている場合、抽選はなくそのグループ

に決定となります。1 枠に複数のグループが希望されている場合は、抽

選となります。 

(イ) 多可町内の方の抽選は 11 月 15 日（火）10 時から多可町役場大会議

室（２Ｆ）で行う予定です。グループ代表の方のみお越しください。 

(ウ) 定員に満たなかった場合、町外の方の抽選は 11 月 16 日（水）10 時か

ら多可町役場 301 会議室（３F）で行う予定です。グループ代表の方の

みお越しください。 

(エ) 抽選の有無にかかわらず、決定内容はご連絡いたします。 



 

(４)  参加条件    

 

(ア) 1 グループの人数は問いません。 

(イ) 1 グループ 100 ㎏の味噌を作っていただきます。 

(ウ) 1 グループ 1 回のみの申込とさせていただきます。 

(エ) 多可町民の方優先。ただし、定員に満たない場合のみ、町外の方も受

付いたします。 

   

２ 味噌づくりについて 

 

(１)  日 程  令和 4 年 12 月１日（木）～令和 5 年 5 月 26 日（金） 

        ※日程表のグレーの日程は申込出来ません。 

 

(２)  感染症対策  ・マスク着用や手指の消毒等ご協力お願いいたします。 

   ・体調不良の場合は、参加をご遠慮ください。 

 

（３） 施設利用料  みそ加工施設（220 円×４日×ご利用人数） 

       ＋農村加工室兼調理室（１６０円×６時間） 

  

みそ加工施設 １日 ２2０円/人 

農村加工室兼調理室 １時間 １６０円 

 

 

（４） 材料注文 ・注文された材料の返品は出来ませんので、ご注意ください。 

・材料費はＪＡみのり多可営農経済センターへお支払いくださ

い。（価格は令和４年１０月のもので、今後変動する場合があ

ります。予めご了承ください。） 

 

 

【問い合せ先】 

多可町役場 商工観光課 担当：田口 

〒679-1192 多可郡多可町中区中村町 123 

TEL 0795-32-4779 FAX 0795-32-3814 


